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担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は 

�
田 …田無庁舎（南町５～６～１３）

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します
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ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
方
は
、
両

子
育
て
支
援
課（
田
無
庁
舎
１
階
・

保
谷
庁
舎
１
階
）
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　

現
在
受
給
中
の
方
（
所
得
超
過

に
よ
る
支
給
停
止
の
方
を
含
む
）

は
８
月
に
現
況
届
の
提
出
が
あ
り

ま
す
。
現
況
届
の
詳
細
は
、
７
月

末
頃
個
別
に
ご
案
内
予
定
で
す
。

▽
支
給
要
件　
　

歳
に
達
し
た
日

18

の
属
す
る
年
度
の
末
日
以
前
（
一

定
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
歳
未

満
）
の
次
の
い
ず
れ
か
の
状
態
に

あ
る
児
童
の
母
ま
た
は
養
育
者
。

（
母
ま
た
は
養
育
者
が
老
齢
福
祉

年
金
以
外
の
公
的
年
金
を
受
給
で

き
る
場
合
、
児
童
が
父
に
支
給
さ

れ
る
年
金
の
加
算
の
対
象
に
な
っ

て
い
る
場
合
は
除
く
）

◎
父
母
が
離
婚
し
た
児
童　

◎
父

が
死
亡
ま
た
は
生
死
不
明
の
児
童

　

◎
父
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
児

童　

◎
父
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ

て
い
る
児
童　

◎
父
に
１
年
以
上

遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童　

◎
婚
姻

に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童

（
認
知
し
た
父
の
扶
養
が
あ
る
場

合
は
除
く
）

　

昭
和　

年
８
月
１
日
以
降
支
給

60

要
件
に
該
当
し
、
平
成　

年
４
月

15

１
日
現
在
５
年
を
経
過
し
て
い
る

方
は
、
時
効
に
よ
り
手
当
の
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

▽
手
当
額　

全
部
支
給
月
額
４
万

２
千　

円
、
一
部
支
給
月
額
４
万

370

２
千　

円
か
ら
１
万
円
（
所
得
に

360

応
じ
て　

円
き
ざ
み
）。第
２
子
は

10

５
千
円
、
第
３
子
以
降
１
人
に
つ

き
３
千
円
の
加
算
。
申
請
の
あ
っ

た
翌
月
分
か
ら
支
給

▽
所
得
制
限　

受
給
者
本
人
お
よ

び
同
居
の
扶
養
義
務
者
の
所
得
制

限
（
下
表
参
照
）
が
あ
り
ま
す
。

　

手
当
の
受
給
者
が
母
の
場
合

は
、
母
が
監
護
す
る
児
童
の
父
か

ら
、
母
ま
た
は
児
童
が
受
け
取
る

養
育
費
に
つ
い
て
、
そ
の
金
額
の

８
割
が
母
の
所
得
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
ま
す
。

▽
助
成
範
囲　

乳
幼
児
が
保
険
診

療
を
受
け
た
と
き
の
自
己
負
担
金

額▽
助
成
期
間　
　

月
1
日
（
以
降

10

の
申
請
の
場
合
は
申
請
日
）
〜
来

年
の
9
月　

日
（
期
間
内
に
受
給

30

要
件
を
失
っ
た
と
き
は
そ
の
前
日

ま
で
）

※　

年
度
の
医
療
証
は
、
９
月
下

15
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

①
印
鑑

　

②
健
康
保
険
証
の
写
し　

③
年

金
加
入
証
明
書
（
国
民
年
金
加
入

者
・
未
加
入
者
は
除
く
）　

④
平
成

　

年
度
所
得
証
明
書
（
平
成　

年

15

15

1
月
2
日
以
降
に
転
入
し
た
方
）

②
③
④
に
つ
い
て
は
、
後
日
提
出

可
。
平
成　

年
度
の
児
童
手
当
を

15

申
請
し
て
い
る
方
は
③
④
は
添
付

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
3
歳
未
満
（
所
得
制
限
な
し
）

の
対
象
の
方
で
も
1
月
2
日
以
降

転
入
の
方
は
、
④
の
所
得
の
証
明

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

▽
申
請
場
所　

子
育
て
支
援
課（
田

無
庁
舎
１
階
・
保
谷
庁
舎
１
階
）

■
現
況
届
の
提
出
に
つ
い
て

　

医
療
証
の
有
効
期
間
が
9
月　
30

日
ま
で
の
も
の
を
お
持
ち
の
方
に

「
現
況
届
」
を
８
月
初
旬
に
郵
送

し
ま
す
の
で
、
8
月　

日
（
金
）

29

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
現
況
届
」が
提
出
さ
れ
な
い
場

合
は
、　

月
以
降
の
医
療
証
が
交

10

付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
８
月　

日
以
前
で
医
療

31

証
の
有
効
期
間
が
切
れ
る
方
で
、

　

年
度
の
所
得
制
限
未
満
の
方
は

15新
た
に
申
請
が
必
要
で
す
。
現
況

届
を
出
さ
れ
る
方
は
、
改
め
て
申

請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
子
育
て
支
援
課
（
�田
 
�
内
線　
1525

〜　

）
1527

�　

児
童
扶
養
手
当
は
母
子
家
庭
等

の
方
に
支
給
さ
れ
る
国
の
制
度
で

す
。支
給
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、

児
童
扶
養
手
当
制
度

係
る
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て

い
ま
す
。
対
象
と
な
る
乳
幼
児
に

は
医
療
証
を
交
付
し
ま
す
の
で
、

所
得
制
限
額
（
左
表
）
を
確
認
し

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
医
療
助

成
は
申
請
が
な
い
と
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
出

生
日
（
転
入
日
）
の
翌
日
か
ら　
15

日
以
内
に
申
請
が
あ
っ
た
場
合

は
、
出
生
日
（
転
入
日
）
以
降
か

ら
助
成
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

■
新
規
申
請
の
方

▽
対
象
要
件　

①
市
内
に
居
住
す

る
就
学
前
の
乳
幼
児
（
平
成
９
年

4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
）
の
保

護
者
で
上
表
所
得
制
限
未
満
の
方

※
3
歳
未
満
の
乳
幼
児
（
平
成　
12

年　

月
２
日
生
ま
れ
以
降
）
は
、

10
全
員
対
象
と
な
り
ま
す
。
対
象
と

思
わ
れ
る
方
に
８
月
初
旬
に
申
請

書
を
郵
送
し
ま
す
。

▽
申
請　

８
月
1
日
〜　

日
（
以

29

降
随
時
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

が
、　

月
１
日
ま
で
に
医
療
証
が

10

届
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、　

月
１
日
以
降
の
受
け
付
け

10

は
、
申
請
を
受
け
付
け
た
日
か
ら

と
な
り
ま
す
。）

〜
「
所
得
制
限
な
し
」
の
対
象
年

齢
が　

月
1
日
か
ら
3
歳
未
満
ま

10

で
に
緩
和
さ
れ
ま
す
〜

　

市
で
は
、一
定

の
所
得
制
限
を

設
け
、就
学
前
ま

で
の
乳
幼
児
に

おお
知知
らら
せせ

乳
幼
児
医
療
費

助

成

制

度

の
写
真
を
貼
付
し
た
も
の
に
限
る
）

の
提
示
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

◆
市
民
課
（
�田
 
�
内
線　

、
�保

 
�
１４６１

内
線　

）
２１３１

　

昨
年
８
月
、
全
国
の
市
区
町
村

の
住
民
基
本
台
帳
と
各
都
道
府

県
、
全
国
セ
ン
タ
ー
が
オ
ン
ラ
イ

ン
で
結
ば
れ
、
国
の
機
関
等
に
対

す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
が
始

ま
り
ま
し
た
。
本
年
８
月　

日
か

25

ら
開
始
す
る
第
二
次
稼
働
で
は
、

次
の
こ
と
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

■
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
基

カ
ー
ド
）
を
希
望
者
に
有
料
で
交

付
し
ま
す

　

カ
ー
ド
交
付
手
数
料
は　

円
で

500

す
。
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
は
、
発

行
の
日
か
ら　

年
で
す
（
転
出
、

10

住
民
票
コ
ー
ド
の
変
更
等
を
し
た

場
合
は
失
効
と
な
り
、
カ
ー
ド
は

返
納
し
て
い
た
だ
き
ま
す
）。

　

住
基
カ
ー
ド
の
表
面
に
記
載
さ

れ
て
い
る
内
容
に
は
、
２
種
類
あ

り
ま
す
。

①
Ａ
タ
イ
プ
（
写
真
な
し
カ
ー
ド
）

…
氏
名
・
有
効
期
限
・
交
付
地
市

区
町
村
名

②
Ｂ
タ
イ
プ
（
写
真
付
カ
ー
ド
）

…
氏
名
・
生
年
月
日
・
性
別
・
住

所
・
有
効
期
限
・
交
付
地
市
区
町

村
名
・
写
真

◎
住
基
カ
ー
ド
の
利
点

　

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、
簡

略
化
し
た
転
出
、
転
入
届
が
で
き

ま
す
。
Ｂ
タ
イ
プ
（
写
真
付
）
の

カ
ー
ド
は
、
行
政
機
関
へ
の
申
請

時
の
本
人
確
認
に
、
身
分
証
明
と

し
て
利
用
で
き
ま
す
。

■
住
民
票
の
広
域
交
付
が
始
ま
り

ま
す

　

住
所
地
以
外
の
市
区
町
村
で
も

住
民
票
の
写
し
の
交
付
が
受
け
ら

れ
ま
す
。請
求
す
る
際
に
は
、住
基

カ
ー
ド
ま
た
は
旅
券
、運
転
免
許
証

そ
の
他
官
公
署
が
発
行
し
た
免
許

証
、許
可
証
、資
格
証
明
書
等
（
本
人

8
月　

日　 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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〜
住
基
カ
ー
ド
の
交
付
と
住
民
票
の
広
域
交
付
が
始
ま
り
ま
す
〜

平成15年度所得限度額
保護者の加入年金の種類扶 養

人 数 国民年金加入者以
外の年金加入者

国民年金加入者
および未加入者

4,600,000円3,010,000円０人
4,980,000円3,390,000円１人
5,360,000円3,770,000円２人
5,740,000円4,150,000円３人
6,120,000円4,530,000円４人

５人以上は、１人につき38万円を加算

平成15年度所得限度額
孤児等の養育者、配
偶者・扶養義務者

本　人扶 養
人 数 一部支給全部支給

２，３６０，０００円１，９２０，０００円１９０，０００円０人

２，７４０，０００円２，３００，０００円５７０，０００円１人

３，１２０，０００円２，６８０，０００円９５０，０００円２人

３，５００，０００円３，０６０，０００円１，３３０，０００円３人

４人以上は、1人につき38万円加算

老人扶養　６万円
老人扶養のみは2人目から

特定扶養　15万円
老人扶養　10万円

１人に
つき加算

�券面記載事項�
・交付地市区町村名
・有効期限
・氏名

�券面記載事項�
・交付地市区町村名　・生年月日
・有効期限　　　　　・性別　
・氏名　　・住所　　　　・写真

７月後半の開催日程
ふれあいセンター

午後３時

１５日（火）

柳橋市民集会所１６日（水）

北町市民集会所１７日（木）

ひばりが丘北市民集会所２２日（火）

新町市民集会所２４日（木）

向台地区会館２９日（火）

芝久保地区会館３０日（水）

住吉第二市民集会所午後７時３１日（木）

助
役
に
柴
田
健
次
さ

ん

が
選
任
さ
れ
ま
し
た

　

柴
田
健
次
（
し
ば
た
・
け
ん
じ
、　

歳
、

５４

千
葉
県
流
山
市
在
住
）さ
ん

が
、６
月　

日
の

２０

市
議
会
定
例
会
で
助
役
と
し
て
同
意
さ

れ
、７
月
１
日
付
け
で
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

生
活
つ
な
ぎ
資
金

���
�
�
�
�
�
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▽
と
き　

７
月　

日
（
火
）
午
後
２
時　

分
か
ら

22

３０

▽
と
こ
ろ　

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
会
議
室

▽
議
題　

行
政
報
告
ほ
か　
　

▽
傍
聴
人
数　
　

人
10

◆
教
育
庶
務
課
（
�保
 
�
内
線　

）
2611

　会議の日程・議題等は、変更となる場合があ
ります。傍聴を希望する方は、担当課へお問い
合わせください。

審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審 議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等
開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開 催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催 情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情 報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報

傍 聴
人 数内　　　容とき・ところ

会 議 名
担 当 課（ 内 線 番 号 ）

１０人
基本構想・基本
計画案について

７月１７日（木）田無庁舎５階
会議室・２４日（木）田無庁舎
３階庁議室・午後６時から

総合計画策定審議会

企画課（内線1120）

５人保育料の改定
７ 月18日（金）午 後 ０ 時
30分・田無庁舎地下会議
室

子 ど も 福 祉 審 議 会
子育て支援課（内線1521）

10
人

安心で安全なま
ちづくりに向け
て

７月22日（火）午後７時・
田無庁舎２階会議室

生 活 安 全 の ま ち
市 民 懇 談 会
生活文化課（内線1425）

１０人
子どもの総合支
援センターにつ
いてほ

か

７ 月23日（水）午 前10時
・田無庁舎５階会議室

子 育 て 支 援 計 画
策 定 委 員 会
子育て支援課（内線1521）

１０人実現化の方策ほ
か

７ 月23日（水）午 前10時
・保谷庁舎４階会議室

障 害 者 基 本 計 画
検 討 委 員 会
障害福祉課（内線2343）

10
人

生涯学習環境の
現状と課題

７月29日（火）午後２時・
保谷庁舎３階会議室

生 涯 学 習 施 策
検 討 協 議 会
社会教育課（内線2711）

◆ごみ減量推進課（�保 
�内線２２２２）

Ａ
タ
イ
プ

西東京市

〇〇年〇月〇日まで有効

西東京　太郎

市民課　℡０４２４―６４－１３１１

Ｂ
タ
イ
プ

写
真

西東京市
〇〇年〇月〇日まで有効

西東京　太郎

市民課　℡０４２４―６４－１３１１

〇年〇月〇日　性別：男

〇町〇丁目〇番〇号　

　ごみ・資源物の収集方式が、10月６日（月）から統一されま
す（関連記事１面）。統一収集についての説明会を７月～８月
に開催します。お誘い合わせのうえ、ご来場ください。
　なお、地域で説明会を希望される方（おおむね５人以上）
は、ごみ減量推進課へご連絡ください
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